
議  案  説  明 
№1                                                       令和 6年 9 月定例会 

議   案  担 当 概          要 

議案第 67 号 

湖西市教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて 

総 務 部 平成 24年 10月 1日に就任以来、教育委員会委員として御尽力いただいております袴田雄司

（はかまた ゆうじ）委員の任期が、令和 6 年 9 月 30 日をもって満了となりますことから、

後任として、杉山健（すぎやま たけし）さんを任命しようとするものです。 

杉山さんは、幼稚園ＰＴＡ会長や小学生の工場見学の受入れなど教育活動にも精力的に参

加されており、人望も厚く、人格、識見ともに優れた適任者であり、教育委員会委員として

任命いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

なお、任期につきましては、令和6年 10月 1日から令和10年 9月 30日までの4年間です。 

議案第 68 号 

湖西市教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて 

総 務 部 令和 4 年 10 月 1 日に就任以来、教育委員会委員として御尽力いただいておりました菅沼泰

久（すがぬま やすひさ）委員が、令和 6 年 7 月 31 日をもって辞職されましたことから、後

任として、穴水正哲（あなみず まさのり）さんを任命しようとするものです。 

穴水さんは、小学校ＰＴＡ会長や小中学校ＰＴＡ連絡会会長など教育活動にも精力的に参

加されており、人望も厚く、人格、識見ともに優れた適任者であり、教育委員会委員として

任命いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

なお、任期につきましては、令和 6 年 10 月 1 日から、前任者の残任期間である令和 8 年 9

月 30 日までです。 

議案第 69 号 

人権擁護委員の候補者の推薦につ

き意見を求めることについて 

健康福祉部 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき国民に保障されている基本的人権を擁護し、自

由人権思想の普及と高揚を図るために各市町村に置かれているものです。この委員は、法務

大臣が委嘱し、人権擁護委員法第6条第 3項の規定により、市町村長は委員の推薦にあたり議

会の意見を聞くこととなっているものです。 

現人権擁護委員の池田定子（いけだ さだこ）委員が、令和 6年 12月 31日をもって任期満

了を迎えます。池田委員は、平成 31 年から 2 期 6 年にわたり熱意を持って人権擁護活動に従

事しており、人権擁護委員に適任と考え、再任すべく法務大臣に推薦するものです。 

なお、任期につきましては、令和 7 年 1月 1日から令和 9 年 12 月 31 日までです。 
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№2 

議   案  担 当 概          要 

議案第 70 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（建築工事）の工事請

負契約の一部変更について 

総 務 部 令和5年度湖西市消防防災センター建設工事につきましては、去る令和6年1月19日に契約締

結の議決をいただき、現在工事を進めております。 

工事内容の変更に伴い、建築工事につきましては、80万3,000円を増額し、契約金額を21億

4,580万3,000円に、機械設備工事につきましては、1,951万4,000円を増額し、契約金額を5億

5,301万4,000円に、電気設備工事につきましては、743万6,000円を増額し、契約金額を6億

143万6,000円に、それぞれ変更しようとするものです。 議案第 71 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（機械設備工事）の工

事請負契約の一部変更について 

議案第 72 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（電気設備工事）の工

事請負契約の一部変更について 

議案第 73 号 

湖西市いじめ防止対策推進条例制

定について 

こども未来部  いじめは、こどもたちの心身の健全な成長や人格形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、生命又は身体に重大な危機を生じさせるおそれがあるものであることから、いじめの

予防、早期発見、解決、深刻化防止の対策が求められております。そのため、学校、教育

委員会のみならず市長部局や関係する皆様と一体となっていじめ問題に取り組むよう、基

本理念やいじめ対策の基本的事項を定め、総合的かつ計画的な推進を図るため、条例を制

定するものです。 

なお、施行日は公布の日とするものです。 

議案第 74 号 

湖西市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

こども未来部  今回の改正は、従来の健康保険証が廃止されることから、重度障害者医療費助成事業、

こども医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業において、マイナンバーを利用し

た情報提供ネットワークシステムにより、医療保険給付に関する情報を照会することがで

きるよう必要な改正を行うものです。 

あわせて、ひとり親家庭等医療費助成事業において、戸籍謄本の提出を省略し、マイナ

ンバーを利用して戸籍情報の照会を可能とするための改正を行うとともに、字句の整理を

行うものです。 

なお、施行日は公布の日とするものです。 
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№3 

議   案  担 当 概          要 

議案第 75 号 

湖西市企業版ふるさと納税地方創

生基金条例の一部を改正する条例

制定について 

企 画 部 今回の改正は、地域再生法の一部改正に伴い、湖西市企業版ふるさと納税地方創生基金条

例の一部を改正しようとするものです。  

改正の内容といたしましては、法人がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄

附をした場合の課税の特例措置が規定された地域再生法が一部改正され、条ずれが生じたこ

とから、これを整理するものです。  

あわせて、その他字句の整理を行うものです。  

なお、施行日は公布の日とするものです。 

議案第 76 号 

湖西市税条例の一部を改正する条

例制定について 

総 務 部 地方税法等の一部を改正する法律が令和 6 年 3 月 30 日に公布されたことに伴い、湖西市税

条例の一部を改正する必要が生じたものです。 

 主な改正は、公益信託に関する法律の改正に伴い、市税条例の参照条文である地方税法及

び所得税法の改正に合わせ、個人市民税の寄附金税額控除の条文を改正するものです。 

 また、公益信託に関する法律の改正に伴い、地方税法において公益法人に対する課税の特

例の規定が整備されたため、規定を削除するとともに、条ずれの整理を行うものです。 

 なお、施行日は、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月 1日、条ずれの

整理につきましては、令和 7年 4月 1日とするものです。 

議案第 77 号 

湖西市子育て支援センター条例の

一部を改正する条例制定について 

こども未来部  今回の改正は、市内2つ目の地域子育て支援拠点の開設に当たり、施設の名称を湖西市新居

子育て支援センター及び湖西市新所子育て支援センターとするものです。あわせて、センタ

ーで実施する事業を地域子育て支援拠点実施要綱に対応した表記にするとともに、湖西市の

びのび預かり事業条例に定められたものであることを明記することにより、センターの施設

及び実施する事業の位置付け等を明確にするものです。 

なお、施行日は令和 6年 12 月 1 日とするものです。 

議案第 78 号 

湖西市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例制定

について 

健康福祉部 今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、湖西市災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正しようとするものです。災害弔慰金の支給対象となる遺族

の範囲に、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹が加えられ、また、災害弔慰金及び災害

障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関を置くよ

う努めるものとされましたので、改正に従うとともに、その他字句の整理を行うものです。 

なお、施行日は公布の日とするものです。 

 

 

 

3



№4 

議   案  担 当 概          要 

議案第 79 号 

湖西市営住宅管理条例の一部を改

正する条例制定について 

都市整備部 今回の改正は、住宅セーフティーネット法に定められた住宅確保要配慮者に対し、市営住

宅の円滑な入居を促進することを目的とし、連帯保証人の廃止や単身入居者の年齢制限等の

見直しを図るため、湖西市営住宅管理条例の一部を改正しようとするものです。 

 主な改正の内容といたしましては、新規入居者から連帯保証人の届出を廃止し、代わりに

緊急連絡先の届出を求めるものです。また、築 35 年を経過した住宅において単身入居者の下

限年齢である 60 歳を撤廃するなどの入居申込資格の緩和条件を規則で定めることができる条

文を追加するとともに、その他字句の整理を行うものです。 

 なお、施行日は公布の日とするものです。 

議案第 80 号 

湖西市国民健康保険条例の一部を

改正する条例制定について 

市民安全部 今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律の施行に伴い、湖西市国民健康保険条例の一部改正を行うもので

す。 

改正の内容といたしまして、国民健康保険法から、被保険者証の返還に応じない者に対す

る 10 万円以下の過料の規定が削られることになったため、湖西市国民健康保険条例について

も法に従った改正を行うものです。 

なお、施行日は令和 6年 12 月 2 日とするものです。 

議案第 81 号 

湖西市給水条例の一部を改正する

条例制定について 

環 境 部 今回の改正は、老朽化に伴う施設更新費用や災害対策に係る費用を確保し、将来にわたり

安定した水道事業の運営を継続していくため、水道料金の改定が必要であるとの審議会の答

申を受け、令和 6年 3月に策定した湖西市水道事業料金改定計画に基づき、令和 7年 4月から

の水道料金を改定しようとするものです。 

なお、施行日は令和 7年 4月 1 日とするものです。 

議案第 82 号 

令和 6 年度通信指令装置・消防救

急デジタル無線システム更新の契

約締結について 

総 務 部 令和6年度通信指令装置・消防救急デジタル無線システム更新については、去る7月24日、

一般競争入札を執行し、朝日電気工業株式会社静岡営業所が落札しましたので、6 億 8,123 万

円で、工事請負契約を締結しようとするものです。 

 なお、本工事につきましては令和 8年 2月 20 日の完成を予定するものです。 

議案第 83 号 

静岡県後期高齢者医療広域連合規

約の変更について 

市民安全部 今回の変更は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部改正により、現行の被保険者証が発行されなくなることに伴い、規約中の文言を改

めるものです。 

なお、施行日は令和 6年 12 月 2 日とするものです。 
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№5 

議   案  担 当 概          要 

議案第 84 号 

市道の路線の認定について 

都市整備部 開発行為による宅地造成に伴い、当該路線を認定しようとするものです。 

議案第 85 号 

市道の路線の変更について 

都市整備部 用途廃止に伴い、当該路線の起点を変更しようとするものです。 

議案第 86 号 

令和 6 年度湖西市一般会計補正予

算（第 4 号） 

総 務 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 6億 4,499 万 9,000 円を増額し、総額を 261 億 6,157 万円

にしようとするものです。 

 歳入の主な内容といたしまして、繰入金、市債を増額するものです。 

 歳出の主な内容といたしまして、内山工業団地整備に係る県企業局への建設負担金、給食

費物価高騰対策として、市内幼小中学校及び民間保育所等に対し補助金等を計上するもので

す。 

 また、歳入歳出予算の補正と併せまして、債務負担行為の追加、地方債の変更を予定して

おります。 

議案第 87 号 

令和 6 年度湖西市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 2号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 541 万 9,000 円を増額し、総額を 54 億 2,481 万 2,000 円

にしようとするものです。 

補正の内容といたしまして、歳出につきましては、郵便料金が改定されることに伴い、不

足する通信運搬費を 98 万 7,000 円増額するもの、令和 5 年度療養給付費等交付金確定に伴

い、超過交付額を静岡県に返還するため、償還金を195万円増額するもの、令和5年度国民健

康保険事業の確定に伴い、事務費等の繰入金を精算し一般会計に返還するため、繰出金を 248

万 2,000 円増額するものです。 

歳入といたしまして、一般会計繰入金 51 万 5,000 円及び前年度繰越金を 490 万 4,000 円充

てさせていただくものです。 

議案第 88 号 

令和 6 年度湖西市介護保険事業特

別会計補正予算（第 1号） 

健康福祉部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億 321万 3,000円を増額し、総額を44億 8,631万 6,000

円にしようとするものです。 

補正の主な内容といたしまして、歳出につきましては、決算に伴う清算を行うため9,936万

9,000 円を増額しようとするものです。 

歳入といたしまして、前年度繰越金 9,936 万 9,000 円及び一般会計繰出金 384万 4,000 円を

充てさせていただくものです。 
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№6 

議   案 担 当 概          要 

議案第 89 号 

令和 6 年度湖西市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第 1号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 126 万 6,000 円を増額し、総額を 9億 9,577 万円にしよ

うとするものです。 

 補正の内容といたしまして、歳出につきましては、郵便料金が改定されることに伴い、

不足する通信運搬費を 36 万 9,000 円増額するもの及び令和 5 年度後期高齢者医療事業の確

定に伴い、事務費等の繰入金を精算し、一般会計に返還するため、繰出金を 89 万 7,000 円

増額するものです。 

歳入といたしまして、一般会計からの事務費繰入金 36 万 9,000 円、前年度繰越金 58 万

7,000 円及び保険料還付金 31 万円を充てさせていただくものです。 

議案第 90 号  令和 5年度湖西市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第 91 号  令和 5年度湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 92 号  令和 5年度湖西市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 93 号  令和 5年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 94 号  令和 5年度湖西市公共下水道事業会計決算認定について 

議案第 95 号  令和 5年度湖西市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

議案第 96 号  令和 5年度湖西市病院事業会計決算認定について 

 

※議案第 90号から議案第 96号までの 7議案につきましては、決算説明会において説明いたしますので、概要説明を省略させていただきます。 
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